
別紙１           随意契約をすることができる場合に 

該当することの説明書 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号

により随意契約をすることができる場合 

今回の契約が左に該当すること等の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の者でなければ供給することができな

いものを調達するとき。 

 

 

１ 調達する財産や役務等の内容及びその特殊性 

 本事業は、県内の市町村立（市町村が構成する組合を

含む。）小・中・義務教育学校、特別支援学校(小・中学

部)のうち、希望する学校が、県内の自然、歴史、文化、

産業等に関わる施設や名跡を訪れる体験学習とサラマ

ンカホールにおける芸術鑑賞を行うものである。 

 このうち、当該契約は、ＯＫＢふれあい会館到着から

芸術鑑賞、会館出発までに至る一連のもので、児童生徒

の安全確保とプロの演奏家のコンサートを一体的に提

供するもの。 

そのため、演奏者との交渉・確保等の通常業務のみな

らず、文化的価値の高いパイプオルガンのバックヤー

ドツアーや通常以上の敷地内・管内の安全確保対策な

ど、施設管理者の業務に入り込んだものとなっている。 

 

２ 特定の者以外の者が供給することができないこと

の説明 

 一公演あたり、同一時間帯に最大２０台前後の大型

観光バスが会場周辺に集中し、３００人から最大６０

０人の児童生徒等が乗降する。また、客席までの導引や

不測の災害等の際には避難誘導に対応する必要があ

る。   

その他、同館利用者等との調整・交通渋滞の回避など

も含め包括的に確実に遂行するには、敷地内及び会場

の管理をし、施設等を熟知していることが必要。 

また、一部にパイプオルガンバックヤードツアーを

企画しており、狭いバックヤードでの誘導など、ホール

の構造を熟知している必要があり、外部の業者が企画・

運営できる性質のものではない。 

よって、本事業の委託先は、岐阜県ＯＫＢふれあい会

館サラマンカホールの指定管理者である、ふれあいフ

ァシリティズ以外にない。 

備考 この様式により難いときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。 


